
 

公 告 

令和7年10月17日 

調達管理部長  木下 敏克 

日本年金機構が調達する帳票の製造に係る一般競争入札等へ参加するために必要な資

格（以下「競争参加資格」という。）の１つとしている技術試験を実施する。 

なお、技術試験の申請時期及び方法等は、次のとおりとする。 

 

 

（技術試験の区分） 

１．試験対象帳票及び適用対象帳票は、「技術試験対象帳票区分一覧（別紙１）」の 

とおり。 

 

（技術試験の参加資格） 

２．技術試験の参加資格は、次に定める者であること。 

（１）契約を締結する能力を有しない者（ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人 

であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。）及び破産者で復 

権を得ない者に該当しない者。 

（２）日本年金機構の調達において、次のいずれかに該当し、且つその事実があった 

後３年（日本年金機構から競争参加資格停止措置を受けている場合はその期間） 

を経過していない者ではない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人 

として使用する者又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。 

① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若 

しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

② 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を 

得るために連合したとき。 

③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

⑥ 上記により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契 

約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

（３）令和 07・08・09 年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の製造」 

のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有す 

る者。 

（４）その他、日本年金機構が定める資格を有する者。 

    

（技術試験の受験申請及び納品期限等） 

３．技術試験の受験申請及び納品期限等は以下のとおりとする。 

（１）参加を希望する者は、令和 7年 12 月 11 日 18 時 00 分までに、日本年金機構本

部調達管理部契約グループへ「技術試験受験申請書（別紙２－１）」、「製造証明書



（別紙３）」及び令和 07・08・09 年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資

格）等級決定通知書（写）を、郵送等により提出すること。 

（２）受験を申請した者は、令和 7年 12 月 12 日 18 時 00 分までに、「技術試験対象

帳票に係る試作品の納品について（別紙４）」に従い、日本年金機構本部所管部

署へ試作品を、郵送等により納品すること。 

 

(技術試験の審査項目及び判定、受験者に求められる義務） 

４．技術試験は、試験対象帳票ごとに審査項目を定めて実施する。合否は、当該結果 

より判定する。 

なお、試作品作成に際し、日本年金機構より工程の実地確認を求められた場合 

は、これに応じなければならない。 

 

（技術試験結果の通知） 

５．技術試験の結果は、日本年金機構本部調達管理部より通知する。 

 

（技術試験合格者に係る競争参加資格の有効期間） 

６．技術試験に合格した者に係る競争参加資格の有効期間は、令和８年度、令和９年 

度、令和10年度及び令和11年度の合計４年度とする。ただし、競争参加資格の有効 

期間内に契約者が納品した物品に不具合が生じた場合において、競争参加資格失効 

の通知を受けた場合はこの限りではない。 

 

（競争参加資格） 

７．以下の（１）から（３）に該当する場合は、技術試験についての競争参加資格を

満たすため、技術試験の受験を要しない。ただし、以下の（４）に記載する契約実

績に応じた競争参加資格の有効期間が、令和 7年 4月 1日付通知以前に認定した競

争参加資格の有効期間を超える場合は、技術試験の受験により、競争参加資格の有

効期間を延長することができる。 

（１）日本年金機構からの令和 5年 5月 10 日付通知において、試験結果が「合格」の 

者。 

※有効期間：令和 9年 3月 31 日まで 

（２）日本年金機構からの令和 6年 4月 1日付通知において、試験結果が「合格」の 

者若しくは「08免」の者。 

※有効期間：「合格」の者は令和 10年 3月 31 日まで 

「08 免」の者は令和 9年 3月 31 日まで 

（３）日本年金機構からの令和 7年 4月 1日付通知において、試験結果が「合格」、「08

免」の者若しくは「09 免」の者。 

※有効期間：「合格」の者は令和 11年 3月 31 日まで 

「09 免」の者は令和 10年 3月 31 日まで 

「08 免」の者は令和 9年 3月 31 日まで 

（４）日本年金機構における調達において、令和 5年 4月 1日から令和 7年 12 月 11 日 

に契約実績のある者。 

※有効期間：令和 7年 4月 1日から令和 7年 12 月 11 日に契約実績のある者は、令 

和 11 年 3月 31 日まで 

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31 日に契約実績のある者は、令 

和 10 年 3月 31 日まで 

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日に契約実績のある者は、令 



和 9年 3月 31 日まで 

（５）令和 7年度試験実施分より試験対象帳票が以下のとおり変更となったことから、

変更前の試験対象帳票の試験結果又は契約実績を変更後の試験対象帳票の試験結

果又は契約実績とみなすことができる。 

  ＜試験対象帳票＞ 

  （変更前） 

  「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書（シーラーハガキ）（ＯＮ８０）」 

  （変更後） 

  「送金通知書（新法）（Ｈ２７５）」 

 

（有効期間延長の通知） 

８．有効期間の延長は、日本年金機構本部調達管理部より通知する。 

 

(その他） 

９．受験申請書等の配付方法、仕様書等の疑義及び本公告に関する問い合わせ先 

（１）受験申請書については、日本年金機構ホームページ・調達情報・その他公告から 

ダウンロードすること。 

（２）仕様書等の疑義 

① 提出期限 

仕様書等に関する疑義がある場合は、令和 7年 11 月 12 日 18 時 00分までに 

「技術試験対象帳票に係る試作品の納品について（別紙４）」記載の各所管部署 

に連絡すること。 

② 疑義に対する回答方法 

疑義の中で、仕様書等の不明点を明らかにすべきと判断したものは、日本年金 

機構ホームページに、疑義及びその回答を掲示する。 

なお、疑義への回答は、令和 7年 11 月 17 日までに行うことを予定している。 

（３）試験対象帳票について、サンプル品の受領を希望する者は、令和 7年 12 月 11 日 

18 時 00 分までに、下記の＜技術試験受験申請手続きに関すること＞問い合わせ先 

へ電話により連絡すること。連絡のあった者に対し郵送にて配付する。 

（４）問い合わせ先は次のとおり。 

① 技術試験受験申請手続きに関すること 

日本年金機構本部 調達管理部契約グループ 

住所：〒168-8505 東京都杉並区高井戸西 3－5－24 

電話：03-5344-1100（内線 6402） 

担当：川城、山口 

② 仕様書の内容及び試作品提出に関すること 

日本年金機構本部 所管部署（別紙４参照） 

住所：〒168-8505 東京都杉並区高井戸西 3－5－24 

電話：03-5344-1100(代表) 



別紙１

　帳票区分 試験対象帳票 適用対象帳票※

１．地共済分送金通知書（Ｈ２５６）

２．事前通知書（Ｈ３５０）

３．加算開始事由該当届の提出について（Ｈ３７６）

４．返納金の分割納付について（Ｈ５６５）

５. 未支給決定通知書（H２３５）

６. 地共分　未支給年金・保険給付振込通知書（Ｈ７２７）

７. 地共分　未支給年金・保険給付振込通知書（ゆうちょ銀行）（Ｈ７２８）

８. 年金生活者支援給付金にかかる過払い金の返納のお願い（Ｖ０１０）

１．保険料納入告知書（口座振替納付用）（ＯＫ３－３）

２．延滞金納入告知書・ＩＮＳ用（ＯＫ４－２）

３．保険料納入告知書（現金納付用）（ＯＨ７）

４．保険料納入告知書（口座振替納付用）（ＯＨ７－３）

５．延滞金納入告知書（ＯＨ８）

６．保険料納入告知書（船員用）（ＯＦ８４）

７．保険料納入告知書（船員用・口座振替納付用）（ＯＦ８４－３）

８．延滞金納入告知書（船員用）（ＯＦ８５）

９．年金納入告知書（Ｈ５３０／Ｈ５３１／Ｈ５３２）

１０．介護納入告知書（Ｈ５３６／Ｈ５３７／Ｈ５３８）

１１．国保納入告知書（Ｈ５８０／Ｈ５８１／Ｈ５８２）

１２．後期納入告知書（Ｈ５８５／Ｈ５８６／Ｈ５８７）

１３．住民税納入告知書（Ｈ５９０／Ｈ５９１／Ｈ５９２）

１．延滞金納付書（国民年金・納付書対応ページプリンタ用）（ＣＮ５８）

２．口座振替用納付書（納付書対応ページプリンタ用）(９００）

※試験対象帳票に合格した場合、適用対象帳票においても資格を有するとみなす。

※適用対象帳票は、今後の調達において増減する場合がある。

技術試験対象帳票区分一覧

①失権通知書（Ｈ２００）
　連続用感圧接着用紙　糊材塗布前 （  ８４．０ｇ／㎡）
　連続用感圧接着用紙　糊材塗布後 （１００．０ｇ／㎡）

Ｏ
Ｃ
Ｒ
関
係

③保険料納入告知書（現金納付用）（ＯＫ３－２）

④領収済通知書（納付書対応ページプリンタ用）（ＯＮ６）

②送金通知書（新法）（Ｈ２７５）
　連続用感圧接着用紙　糊材塗布前 （１２０．０ｇ／㎡）
　連続用感圧接着用紙　糊材塗布後 （１２９．３ｇ／㎡）

１．送金通知書（三共済／厚年／国年／船保）（Ａ２７５／Ｋ２９０／Ｎ２９０／Ｓ２９０）

シ
ー

ラ
ー

関
係



別紙２－１

1 09免

2 09免

3 09免

4 09免

上記のとおり申請します。

令和　　　年　　　月　　　日

印

電　話　番　号

別
紙
２

【記入例】　（“試験対象帳票 ３”の『保険料納入告知書（現金納付用）（ＯＫ３－２）』につき、令和5年4月1日に契約を締結している場合）

3 保険料納入告知書（現金納付用）（ＯＫ３－２） 令和5年4月1日

所　　在　　地

法人名又は商号

代　表　者　名

契約年月日試験対象帳票番号 契約物品名

令和5年4月1日から令和7年12月11日における日本年金機構との契約状況(契約書の写しを添付すること)

領収済通知書（納付書対応ページプリンタ用）
（ＯＮ６）

有 無 04合格 05合格 06合格 07免03合格

05契約有 06契約有 07契約有

08免 05契約有 06契約有 07契約有

保険料納入告知書（現金納付用）（ＯＫ３－２） 有 無 04合格 05合格03合格

07契約有

06合格 08免 05契約有 06契約有 07契約有

05契約有 06契約有

送金通知書（新法）（Ｈ２７５） 有 無 04合格 05合格

07免

07免03合格

05合格 06合格 08免失権通知書(Ｈ２００) 有 無 04合格03合格

技　術　試　験　受　験　申　請　書

試験対象帳票 試作品提出 契約実績過去の試験結果

06合格 08免07免



                     

 

 

別紙２－２ 
 

技術試験受験申請書記載における注意事項 

 

（注１）「試作品提出」欄について 

試験対象帳票ごとに、試作品提出の有無を○で囲んでください。 
 

（注２）「過去の試験結果・契約実績」欄について 

以下（１）から（10）のいずれかに該当する場合は、該当する箇所を○で囲んでくだ 

さい。ただし、試験対象帳票の全てについて試作品の提出が無く、以下（８）から 

（10）のいずれにも該当しない場合は、技術試験受験申請書の提出は必要ありませ 

ん。 
 

（１）令和 4年 4月 12 日付通知又は令和 4年 5月 11 日付通知の試験結果が「合格」の者 

該当欄：03 合格 

（２）令和 5年 5月 10 日付通知の試験結果が「合格」の者 

該当欄：04 合格 

（３）令和 6年 4月 1日付通知の試験結果が「合格」の者 

該当欄：05 合格 

（４）令和 7年 4月 1日付通知の試験結果が「合格」の者 

該当欄：06 合格 

（５）令和 5年 5月 10 日付、令和 6年 4月 1日付又は令和 7年 4月 1日付通知の試験結果 

が「07 免」の者 

該当欄：07 免 

（６）令和 6年 4月 1日付又は令和 7年 4月 1日付通知の試験結果が「08 免」の者 

該当欄：08 免 

（７）令和７年 4月 1日付通知の試験結果が「09 免」の者 

該当欄：09 免 

（８）令和 5年 4月１日～令和 6年 3月 31 日に契約実績がある者 

該当欄：05 契約有 

（９）令和 6年 4月１日～令和 7年 3月 31 日に契約実績がある者 

該当欄：06 契約有 

（10）令和 7年 4月１日～令和 7年 12 月 11 日に契約実績がある者 

該当欄：07 契約有 
  
（注３）「令和 5 年 4 月 1 日から令和 7 年 12 月 11 日における日本年金機構との契約状況」欄

について（注２）の（８）から（10）に該当する場合は、記入例に従い契約実績を記

載してください。 

なお、契約書の写し等、契約の事実が確認できるものを必ず添付してください。 



 

                               別紙３ 

 
令和  年  月  日 

 

 

 

製   造   証   明   書 

 

 

日本年金機構本部 調達管理部長 殿 

 

 

 下記の技術試験対象物品の製造については、自社の設備にて、自社管理の
もと責任をもって行うことを証明いたします。 

 

記 

 

 

    （ 対 象 物 品 名 ） 

 

 

                              

                                                                              

 

                              

 

 

                              

                                                                              

                                                                              

                              

                                                                              

 

    （工場名称及び所在地）  

                                                                              

                                                                              

                              

                                                                              

 

所  在  地 

法人名又は商号 

代 表 者 名                           印 



 
 

別紙４ 

 

令和 7年 10 月 17 日 

日 本 年 金 機 構  

 

技術試験受験者   各位                                                     

  

 

技術試験対象帳票に係る試作品の納品について 

 

 

１．納品日時 

令和7年12月 12日（金) 18時 00分まで 

  ※納品日時を厳守すること。 

 

２．納品場所及び納品数 

（１）納品場所 

日本年金機構本部 所管部署（下記参照） 

住所：〒168-8505 東京都杉並区高井戸西 3－5－24 

電話：03-5344-1100(代表) 

（２）納品回数 

技術試験の対象帳票名 納品数 所管部署 

①失権通知書 （Ｈ２００） 

１箱 

〔１，０００折

／箱〕 

年金給付部 

給付企画第1グループ 

担当：山口(内線3154) 

②送金通知書（新法）（Ｈ２７５）                            

１箱 

〔１，０００折

／箱〕 

年金給付部 

給付企画第1グループ 

担当：山口(内線3154) 

③保険料納入告知書（現金納付用） 

（ＯＫ３－２） 

１箱 

〔１，０００枚

／箱〕 

厚生年金保険部 

厚生年金保険業務グループ 

担当：出口、木村(内線3332) 

④領収済通知書（納付書対応ページプリン

タ用）（ＯＮ６）  

１箱 

〔１，０００枚

／箱〕 

国民年金部 

国民年金業務グループ 

担当：稲田(内線3348) 

 

３．納品方法 
郵送等により納品すること。 
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